
第1条 <目的>  

「Tメンバー」(以下「本会」という)の趣旨に賛同し入会した会員等のご葬儀における経済的・精神的負担を軽減することを目的とし葬儀の事前相談・葬儀費用の軽減・ 

　葬儀の施行・寺院等の紹介・その他各種サービスを提供することにより利便を図り、より豊かで安心の出来る生活を扶助することを目的とします。  

第2条  <会員資格>  
　本会に入会できる者は、原則として満20歳以上の者とする。 

第3条 <入会手続> 
    1. 本会への入会の申込は所定の入会申込書に必要事項を記入し署名または記名押印の上、当社で定められた入会金を入金していただきます。  

    2. 当社は入会申込書に基づき入会を認めた場合には、本会員であることを証明する「Tメンバーカード」を交付します。  

第4条 <入会金等>  
　入会申込書の提出と下記の入会金の払込みをもって資格の取得とします。 
　　  1.入会金は、会員資格につき金10,000円(税込)とする。入会金は、理由の如何を問わず返金されません。 

         2.本会は、「生前入会」が条件となるため特典を受けるためには、特典対象者(入会者と異なる場合もあります)が死亡する前に入会手続きを完了している必要があります。  

第5条 <会員の特典>  
　1.入会日以降(入会当日を1日目とする)に会員が死亡し、当社に対し葬儀の申込みがなされた場合において、当社カタログに記載された会員価格を適用いたします。 

　2.Tメンバーカードの使用は加入者本人のみならず、本人から譲渡を受けることで、家族、親族、友人、知人どなたでも利用できます。 

　3.本会の特典と、その他の割引サービスを併用することはできません。 

第6条 <会員資格の喪失>  
　会員は、以下の場合にその会員資格を失う。 
　　1.本会の会員資格は、葬儀での利用時に失効いたします。(但し、葬儀後のサポートも特典として受けられます。) 

　　2.入会申込みに際して、申込書に虚偽の記載をしていたことが判明したとき。 

　　3.会員資格を加入者以外の、家族、親族、友人に会員資格を譲渡したとき。その場合は、「会員権利譲渡申請書」に署名をしていただきます。 

  　　 ご利用時にTメンバーカードの提出をお願いいたします。  

第7条 <変更事項の届け出>  
　1.会員は、入会申込書に記載した事項(住所等)に変更が生じた時には、速やかに窓口に変更事項を届け出るものとします。  

　2.当社から会員に対する通知は、当社が把握している最後の住所地宛てに発送した通知が通常到着すべきであった時に到着したものとみなします。 

第8条 <会員証書の再交付>  
　会員は、Tメンバーカードを盗難、紛失あるいは毀損した場合は再交付を受けることができる。但し、紛失したTメンバーカードを発見した場合は、 

　速やかに旧会員証書を本会に返却しなければならない。  

第9条 <反社会的勢力の排除>  
　当社は、会員が暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 

　または特殊知能暴力集団等、その他、これらに準ずる者をいいます)に該当することが判明した場合には、何らの催告をせず、会員契約を解除することができるものとします。 

　会員契約が解除された場合においても、入会金は返金されません。  

第10条 <個人情報の取扱いについて>  
　ご提供いただいた個人情報は葬祭業に関するサービスの提供、新企画・サービスの開発およびご案内、会報誌等の発送、その他当社の営業に関する目的の範囲で 
　利用させていただきます。また、利用目的に記載の事項を達成するため、個人情報の取扱いを業務委託先に委託することがあります。  

第11条 <解約>  
　会員は、将来に向かって会員契約を解約することができます。但し、入会後の返金は理由の如何を問わず認められません。  

第12条 <クーリングオフ>  
　本会への入会申込者は、入会当日を含め8日以内に、本会事務局に対して書面(封筒・ハガキ)を発送することにより入会申込みを撤回し、 又は既に入会が認められていた 

　場合には入会契約を取消すことができる。この場合当社は、すでに納入された入会金を遅滞なく全額返還する。但し、既にTメンバーカードが発行されていた場合には、 

　その返還と引き換えに入会金の返金を行うものとする。 

第13条 <規約改定>  
  当社は、随時本規約を改定することができるものとします。但し、改定があった場合は遅滞なく当社のホームページ上に開示するものとします。 

第14条 <協議事項>  
　本規約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、誠実に協議のうえ、解決するものとする。 

第15条 <問合せ・相談窓口>  
　この契約についての問合せ先、及び相談窓口は右記の通りとする。 

Tメンバー会員規約

2020年6月1日現在 

株式会社 T-sousai  Tメンバー事務局  

〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2F 

Tel.03-5356-1860  
Fax.03-6701-2910


